
 

■自己負担金徴収月額表 

階層 世帯の階層区分 徴収基準月額 徴収基準加算月額 

Ａ 生活保護法による被保護世帯等 円 

０ 

円 

０ 

Ｂ 当該年度分の市町村民税非課税世帯 ２，６００ ２６０ 

Ｃ 当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 ５，４００ ５４０ 

Ｄ 当該年度分の

市町村民税の

課税世帯であ

って、その市

町村民税所得

割の額の区分

が次の区分に

該当する世帯 

１５，０００円以下 Ｄ１ ７，９００ ７９０ 

１５，００１円 

～２１，０００円 

Ｄ２ １０，８００ １，０８０ 

２１，００１円 

～５１，０００円 

Ｄ３ １６，２００ １，６２０ 

５１，００１円 

～８７，０００円 

Ｄ４ ２２，４００ ２，２４０ 

８７，００１円 

～１７１，３００円 

Ｄ５ ３４，８００ ３，４８０ 

１７１，３０１円 

～２５２，１００円 

Ｄ６ ４９，４００ ４，９４０ 

２５２，１０１円 

～３４２，１００円 

Ｄ７ ６５，０００ ６，５００ 

３４２，１０１円 

～４５０，１００円 

Ｄ８ ８２，４００ ８，２４０ 

４５０，１０１円 

～５７９，０００円 

Ｄ９ １０２，０００ １０，２００ 

５７９，００１円 

～７００，９００円 

Ｄ１０ １２３，４００ １２，３４０ 

７００，９０１円 

～８４９，０００円 

Ｄ１１ １４７，０００ １４，７００ 

８４９，００１円 

～１，０４１，０００円  

Ｄ１２ １７２，５００ １７，２５０ 

１，０４１，００１円 

～１，２２２，５００円  

Ｄ１３ １９９，９００ １９，９９０ 

１，２２２，５０１円 

～１，４２３，５００円  

Ｄ１４ ２２９，４００ ２２，９４０ 

１，４２３，５０１円以上 Ｄ１５ 全額 徴収基準月額の１０％ 

 

 

※住宅ローン控除等の税額控除がある場合は、控除前の課税額で算定します。 

※同じ世帯から２人以上給付を受けた場合の２人目の徴収額は、「加算月額」を適用します。 


